
障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）（抜粋） 

 

（医療、介護等） 

第十四条 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、又は維持するために必要な医

療の給付及びリハビリテーションの提供を行うよう必要な施策を講じなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療及びリハビリテーションの研究、開発及び普及を促進

しなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、障害者が、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じ、医療、介

護、保健、生活支援その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなければなら

ない。 

４ 国及び地方公共団体は、第一項及び前項に規定する施策を講ずるために必要な専門的技術職員その

他の専門的知識又は技能を有する職員を育成するよう努めなければならない。 

５ 国及び地方公共団体は、医療若しくは介護の給付又はリハビリテーションの提供を行うに当たつて

は、障害者が、可能な限りその身近な場所においてこれらを受けられるよう必要な施策を講ずるもの

とするほか、その人権を十分に尊重しなければならない。 

６ 国及び地方公共団体は、福祉用具及び身体障害者補助犬の給付又は貸与その他障害者が日常生活及

び社会生活を営むのに必要な施策を講じなければならない。 

７ 国及び地方公共団体は、前項に規定する施策を講ずるために必要な福祉用具の研究及び開発、身体

障害者補助犬の育成等を促進しなければならない。 

 

（療育） 

第十七条 国及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限りその身近な場所において療育その

他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、療育に関し、研究、開発及び普及の促進、専門的知識又は技能を有する職

員の育成その他の環境の整備を促進しなければならない。 

 

（相談等） 

第二十三条 国及び地方公共団体は、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、障害者及びその家族その

他の関係者に対する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は制

度が、適切に行われ又は広く利用されるようにしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に総合的に応ずるこ

とができるようにするため、関係機関相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を図るとともに、

障害者の家族に対し、障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うも

のとする。 
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